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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面が対向するように平行に配置された２枚のプレートと、
　前記２枚のプレートの間で、前記２枚のプレートの主面に対して平行な方向である第１
の方向に配列された、前記第１の方向に直交し、かつ、前記２枚のプレートの主面に対し
て平行な第２の方向に延在する、複数のフィンと、
　前記複数のフィンの一部に設けられた切り欠き部からなる収容部と、
　前記第２の方向に送風する、前記収容部に収容されたファンユニットと、
　カバープレートと、を備え、
　前記２枚のプレートの一方又は両方には、前記収容部に対応する位置に開口部が設けら
れ、
　前記ファンユニットは、前記開口部を介して前記収容部に挿入可能であり、かつ、前記
開口部を介して前記収容部から取り出し可能であり、
　前記カバープレートは、前記収容部に前記ファンユニットを収容した状態で、前記開口
部を覆う、
　ヒートシンク。
【請求項２】
　前記収容部には、前記第１の方向に配列された複数の前記ファンユニットが収容される
、
　請求項１に記載のヒートシンク。
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【請求項３】
　前記２枚のプレート、前記複数のフィン及び前記収容部からなるヒートシンクブロック
は、
　前記第１及び第２の方向に直交する第３の方向に離隔された、前記第２の方向に延在す
る第１及び第２のビームと、前記第１のビームと前記第２のビームとの間に設けられた、
前記複数のフィンのうちの１つのフィンと、を備えるユニットプレートを、前記第１の方
向に複数個連結することで構成され、
　連結された前記第１のビームが、前記２枚のプレートの一方を構成し、
　連結された前記第２のビームが、前記２枚のプレートの他方を構成する、
　請求項１又は２に記載のヒートシンク。
【請求項４】
　連結された複数の前記ユニットプレートのうち、前記収容部に対応する位置のものの前
記フィンには、前記切り欠き部が設けられる、
　請求項３に記載のヒートシンク。
【請求項５】
　主面が対向するように平行に配置された２枚のプレートと、
　前記２枚のプレートの間で、前記２枚のプレートの主面に対して平行な方向である第１
の方向に配列された、前記第１の方向に直交し、かつ、前記２枚のプレートの主面に対し
て平行な第２の方向に延在する、複数のフィンと、
　前記複数のフィンの一部に設けられた切り欠き部からなる収容部と、
　前記第２の方向に送風する、前記収容部に収容されたファンユニットと、を備え、
　前記２枚のプレート、前記複数のフィン及び前記収容部からなるヒートシンクブロック
は、前記第１の方向に配列される第１のヒートシンクブロックと第２のヒートシンクブロ
ックとに分割されて構成され、
　前記収容部の一部は前記第１のヒートシンクブロックに形成され、前記収容部の他の一
部は前記第２のヒートシンクブロックに形成され、前記第１のヒートシンクブロックと前
記第２のヒートシンクブロックとを連結することで前記収容部が構成され、又は、
　前記収容部は前記第１及び第２のヒートシンクブロックの一方に形成される、
　ヒートシンク。
【請求項６】
　前記収容部には、前記第１の方向に配列された複数の前記ファンユニットが収容される
、
　請求項５に記載のヒートシンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートシンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種装置においては、電源を供給する電源ユニットなどの熱を発生するユニットが搭載
されており、これらの熱を放熱するため、ヒートシンクが広く用いられる。
【０００３】
　例えば、風量に応じてフィンの配列の粗密を工夫することで、冷却効率を向上させるこ
とができるヒートシンクが提案されている（特許文献１）。本構成では、熱源に接して冷
却用のヒートシンクが配置されている。ファンがヒートシンクと対向する位置に配置され
、ヒートシンクへの送風を行う。このヒートシンクでは、ファンの回転軸と対向する位置
のフィンに対し、周辺部のフィンが密に配置されている。これにより、フィンの粗密を好
適に設計することで冷却効率が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－６９４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、一般的なヒートシンクと同様に、ヒートシンクの外部に送風用のファ
ンユニットが設けられている。この場合、装置の筐体の外面にファンユニットを配置しな
ければならず、ヒートシンク及びヒートシンクにより放熱される発熱ユニットは、その配
置に制約を受けることがある。そのため、装置の設計の自由度が制限される事態が生じる
。
【０００６】
　また、ヒートシンクとファンユニットとを別々に設ける必要があるため、ヒートシンク
及びファンユニットからなる冷却部の小型化には限界がある。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みて成されたものであり、本発明の目的は、柔軟な配置が可
能な小型のヒートシンクを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様であるヒートシンクは、主面が対向するように平行に配置された２
枚のプレートと、前記２枚のプレートの間で、前記２枚のプレートの主面に対して平行な
方向である第１の方向に配列された、前記第１の方向に直交し、かつ、前記２枚のプレー
トの主面に対して平行な第２の方向に延在する、複数のフィンと、前記複数のフィンの一
部に設けられた切り欠き部からなる収容部と、前記第２の方向に送風する、前記収容部に
収容されたファンユニットと、を有するものである。これにより、ファンユニットを内蔵
した小型のヒートシンクを実現できる。
【０００９】
　本発明の第２の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記収容部
には、前記第１の方向に配列された複数の前記ファンユニットが収容されることが望まし
い。これにより、複数のファンユニットを内蔵した小型のヒートシンクを実現できる。
【００１０】
　本発明の第３の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記２枚の
プレート、前記複数のフィン及び前記収容部からなるヒートシンクブロックは、前記第１
及び第２の方向に直交する第３の方向に離隔された、前記第２の方向に延在する第１及び
第２のビームと、前記第１のビームと前記第２のビームとの間に設けられた、前記複数の
フィンのうちの１つのフィンと、を備えるユニットプレートを、前記第１の方向に複数個
連結することで構成され、連結された前記第１のビームが、前記２枚のプレートの一方を
構成し、連結された前記第２のビームが、前記２枚のプレートの他方を構成することが望
ましい。これにより、単純な構造のユニットプレートを組み合わせて、任意の寸法の任意
の数のファンユニットを内蔵するヒートシンクを実現できる。
【００１１】
　本発明の第４の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、連結された
複数の前記ユニットプレートのうち、前記収容部に対応する位置のものの前記フィンには
、前記切り欠き部が設けられることが望ましい。これにより、収容部を好適に構成するこ
とができる。
【００１２】
　本発明の第５の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記２枚の
プレートの一方又は両方には、前記収容部に対応する位置に開口部が設けられ、前記ファ
ンユニットは、前記開口部を介して前記収容部に挿入可能であり、かつ、前記開口部を介
して前記収容部から取り出し可能であることが望ましい。これにより、開口部を介して、
容易に内蔵ファンユニットを着脱可能なヒートシンクを実現できる。
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【００１３】
　本発明の第６の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記収容部
に前記ファンユニットを収容した状態で、前記開口部を覆うカバープレートをさらに備え
ることが望ましい。これにより、内蔵ファンユニットを固定し、開口部からの風の漏れを
防止できる。
【００１４】
　本発明の第７の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記２枚の
プレート、前記複数のフィン及び前記収容部からなるヒートシンクブロックは、前記第１
の方向に配列される第１のヒートシンクブロックと第２のヒートシンクブロックとに分割
されて構成されることが望ましい。これにより、複数のヒートシンクブロックを組み合わ
せて、ファンユニットを内蔵した小型のヒートシンクを実現できる。
【００１５】
　本発明の第８の態様であるヒートシンクは、上記のヒートシンクであって、前記収容部
の一部は前記第１のヒートシンクブロックに形成され、前記収容部の他の一部は前記第２
のヒートシンクブロックに形成され、前記第１のヒートシンクブロックと前記第２のヒー
トシンクブロックとを連結することで前記収容部が構成され、又は、前記収容部は前記第
１及び第２のヒートシンクブロックの一方に形成されることが望ましい。これにより、収
容部を好適に構成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、柔軟な配置が可能な小型のヒートシンクを提供することができる。
【００１７】
　本発明の上述及び他の目的、特徴、及び長所は以下の詳細な説明及び付随する図面から
より完全に理解されるだろう。付随する図面は図解のためだけに示されたものであり、本
発明を制限するためのものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施の形態１にかかるヒートシンクの外観を模式的に示す図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線におけるヒートシンクのＸ－Ｙ断面を示す図である。
【図３】実施の形態１にかかるヒートシンクにおけるファンユニットの収容方法を示す図
である。
【図４】配線引き出し用の孔部の例を示す図である。
【図５】実施の形態２にかかるヒートシンクの構成を模式的に示す図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線におけるヒートシンクのＸ－Ｙ断面を示す図である。
【図７】実施の形態２にかかるヒートシンクにおけるファンユニットの収容方法を示す図
である。
【図８】実施の形態３にかかるヒートシンクの構成を模式的に示す図である。
【図９】実施の形態３にかかるヒートシンクにおけるファンユニットの収容方法を示す図
である。
【図１０】実施の形態４にかかるヒートシンクの構成を模式的に示す図である。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線におけるヒートシンクのＸ－Ｙ断面を示す図である。
【図１２】実施の形態４にかかるヒートシンクにおけるファンユニットの収容方法を示す
図である。
【図１３】実施の形態５にかかるヒートシンクの構成を模式的に示す図である。
【図１４】ユニットプレートの構成を示す図である。
【図１５】ユニットプレートの構成を示す図である。
【図１６】ユニットプレートの部分拡大図である。
【図１７】連結されたユニットプレートの連結部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。各図面においては、同一
要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略される。
【００２０】
　実施の形態１
　実施の形態１にかかるヒートシンクについて説明する。図１に、実施の形態１にかかる
ヒートシンク１００の外観を模式的に示す。ヒートシンク１００は、ヒートシンクブロッ
ク１及びファンユニットＦＵを有する。ヒートシンクブロック１は、２枚のプレート１１
及び１２の間に配列された複数のフィン１３を有するものとして構成される。以下では、
説明の明確化のため、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸が互いに直交した３次元直交座標系において、
ヒートシンクブロック１のそれぞれを構成するプレートの主面を、Ｘ－Ｙ平面と平行な面
として表している。また、ヒートシンクブロック１のフィン１３のそれぞれの主面を、Ｙ
－Ｚ平面に平行な面として表している。なお、以下では、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸のそれぞれ
に沿う方向（Ｘ方向、Ｙ方向及びＺ方向）を、第１～第３の方向とも称する。
【００２１】
　図２に、図１のＩＩ－ＩＩ線におけるヒートシンク１００のＸ－Ｙ断面を示す。ヒート
シンクブロック１では、Ｚ方向に離隔して配置されたプレート１１とプレート１２との間
に、複数のフィン１３が、ピッチＰの等間隔で、Ｘ方向に並んで配列されている。フィン
１３のうち、ファンユニットＦＵを収容する部分には切り欠き部が設けられる。これらの
切り欠き部によって、ファンユニットＦＵを収容できる寸法を有する空間である収容部１
０が構成される。以下では、ファンユニットＦＵのＸ方向の寸法をＬｘ、Ｙ方向の寸法を
Ｌｙ、Ｚ方向の寸法をＬｚとし、収容部１０はこの寸法のファンユニットＦＵを収容可能
な容積を有するものとして構成される。
【００２２】
　図３に、実施の形態１にかかるヒートシンク１００におけるファンユニットＦＵの収容
方法を示す。本構成では、例えば、プレート１２とフィン１３とが一体として形成されて
おり、上方からファンユニットＦＵを収容部１０に挿入することができる。ファンユニッ
トＦＵは、送風方向がフィンの長手方向に平行な方向、すなわちＹ方向となるように収容
される。その後、プレート１１をフィン１３上に被せて、ネジなどの固定手段によって固
定することで、ヒートシンク１００を作製することができる。
【００２３】
　なお、ファンユニットＦＵに接続される配線は、ヒートシンクブロック１に配線引き出
し用の孔部を設け、配線をこの孔部に挿通させて引き出してもよい。
【００２４】
　図４に、配線引き出し用の孔部の例を示す。この例では、プレート１１に孔部Ｈ１が設
けられ、この孔部Ｈ１に配線Ｗが挿通されている。
【００２５】
　以上、本構成によれば、ファンユニットを内蔵したヒートシンクを提供することができ
る。ファンユニットがヒートシンクブロックの外部に露出していないので、ヒートシンク
の小型化を実現することができる。
【００２６】
　また、ファンユニットがヒートシンクブロックの外部に露出する一般的なヒートシンク
と異なり、単純な外形とすることができるので、装置内におけるヒートシンクの配置の自
由度を向上させることができる。
【００２７】
　さらに、ファンユニットの送風を効率よくフィンに導くことができるので、ヒートシン
クの熱を効率的に放熱することができる。
【００２８】
　なお、上述では収容部の配置位置をヒートシンクブロックの中央としたが、これは例示
に過ぎない。必要に応じて、Ｘ方向の任意の位置、かつ、Ｙ方向の任意の位置に収容部を
設けてもよい。



(6) JP 6830686 B1 2021.2.17

10

20

30

40

50

【００２９】
　実施の形態２
　実施の形態２にかかるヒートシンクについて説明する。実施の形態２にかかるヒートシ
ンクは、実施の形態１にかかるヒートシンクの変形例であり、ヒートシンク内に複数のフ
ァンユニットを内蔵するものとして構成される。図５に、実施の形態２にかかるヒートシ
ンク２００の構成を模式的に示す。ヒートシンク２００は、ヒートシンクブロック２及び
ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３を有する。
【００３０】
　ヒートシンクブロック２は、実施の形態１にかかるヒートシンク１００のヒートシンク
ブロック１に対応するものである。ヒートシンクブロック２は、複数のファンユニットを
収容可能に構成される。ここでは、ヒートシンクブロック２が３つのファンユニットＦＵ
１～ＦＵ３を収容する例について説明する。
【００３１】
　ヒートシンクブロック２のプレート２１、プレート２２、フィン２３及び収容部２０は
、それぞれヒートシンク１００のプレート１１、プレート１２、フィン１３及び収容部１
０に対応する。
【００３２】
　図６に、図５のＶＩ－ＶＩ線におけるヒートシンク２００のＸ－Ｙ断面を示す。図７に
、実施の形態２にかかるヒートシンク２００におけるファンユニットＦＵ１～ＦＵ３の収
容方法を示す。実施の形態１と同様に、ヒートシンクブロック２の収容部２０は、３つの
ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３を収容可能な寸法を有するように構成される。ファンユニ
ットＦＵ１～ＦＵ３は、Ｘ方向に並んで配列され、かつ、送風方向がフィンの長手方向に
平行な方向、すなわちＹ方向となるように収容される。よって、ヒートシンクブロック２
は、収容部２０のＸ方向の寸法が３×Ｌｘよりも大きくなるように構成される。
【００３３】
　なお、ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３に接続される配線は、実施の形態１で図４を参照
して説明した孔部を適宜設け、配線をこの孔部に挿通させて引き出してもよい。
【００３４】
　以上、本構成によれば、複数のファンユニットを内蔵したヒートシンクを提供すること
ができる。これにより、実施の形態１と同様の利点を有する、より大型のヒートシンクを
実現することが可能となる。
【００３５】
　なお、本実施の形態では、Ｘ方向に配列された３つのファンユニットが内蔵される構成
について説明したが、これは例示に過ぎない。すなわち、ヒートシンクにはＸ方向に配列
された２又は４個以上のファンユニットを内蔵してもよい。
【００３６】
　実施の形態３
　実施の形態３にかかるヒートシンクについて説明する。実施の形態３にかかるヒートシ
ンク３００は、実施の形態２にかかるヒートシンク２００の変形例であり、ヒートシンク
ブロックの組み立て後に複数のファンユニットを着脱可能に構成されている。図８に、実
施の形態３にかかるヒートシンク３００の構成を模式的に示す。
【００３７】
　ヒートシンク３００は、ヒートシンクブロック３、カバープレート３４及びファンユニ
ットＦＵ１～ＦＵ３を有する。
【００３８】
　ヒートシンクブロック３のプレート３１、プレート３２、フィン３３及び収容部３０は
、それぞれヒートシンク２００のプレート２１、プレート２２、フィン２３及び収容部２
０に対応する。
【００３９】
　図９に、実施の形態３にかかるヒートシンク３００におけるファンユニットＦＵ１～Ｆ
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Ｕ３の収容方法を示す。プレート３１には、収容部３０に対応する位置に開口部ＯＰが設
けられている。この開口部ＯＰを通じてファンユニットＦＵ１～ＦＵ３を収容部３０に挿
入することで、ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３が収容部３０に収容される。
【００４０】
　換言すれば、本構成では、プレート３１及び３２とフィン３３とからなるヒートシンク
ブロック３を組み立てた後でも、ファンユニットの着脱が可能である。
【００４１】
　ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３が収容部３０に収容された状態で、開口部ＯＰはカバー
プレート３４によって閉塞される。カバープレート３４は、適宜、ネジなどの固定手段に
よってヒートシンクブロック３に固定することができる。これにより、ファンユニットＦ
Ｕ１～ＦＵ３がヒートシンクブロック３から脱落することを防止するとともに、ファンユ
ニットＦＵ１～ＦＵ３からの送風が開口部ＯＰから漏れ出すことも防止できる。
【００４２】
　なお、ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３に接続される配線は、例えばカバープレート３４
に、実施の形態１で図４を参照して説明した孔部を適宜設け、配線をこの孔部に挿通させ
て引き出してもよい。
【００４３】
　以上、本構成によれば、実施の形態１及び２と同様に、ファンユニットを内蔵したヒー
トシンクを提供することができる。これにより、これにより、実施の形態１及び２と同様
の利点を有するとともに、より容易に作製できるヒートシンクを実現することが可能とな
る。
【００４４】
　また、本構成によれば、ヒートシンクブロックを分解することなく、ファンユニットを
容易に着脱、すなわち、取り付け及び取り外しを行うことができる。よって、用途に合わ
せてファンユニットを交換したり、故障したファンユニットを健全なファンユニットに置
換することが可能である。
【００４５】
　実施の形態４
　実施の形態４にかかるヒートシンクについて説明する。実施の形態４にかかるヒートシ
ンクは、実施の形態２にかかるヒートシンク２００の変形例であり、ヒートシンクブロッ
クが複数に分割された構成を有する。図１０に、実施の形態４にかかるヒートシンク４０
０の構成を模式的に示す。ヒートシンク４００は、ヒートシンクブロック４、ヒートシン
クブロック５及びファンユニットＦＵ１～ＦＵ３を有する。
【００４６】
　本構成では、ヒートシンクブロック４及び５は、Ｘ方向に並んで配置されて連結される
ことで、実施の形態２のヒートシンクブロック２と同様のヒートシンクブロックを構成す
る。なお、ヒートシンクブロック４及び５の一方を第１のヒートシンクブロックとも称し
、他方を第２のヒートシンクブロックとも称する。
【００４７】
　ヒートシンクブロック４では、Ｚ方向に離隔して配置されたプレート４１とプレート４
２との間に、複数のフィン４３が、ピッチＰの等間隔で、Ｘ方向に並んで配列されている
。フィン４３のうち、ヒートシンクブロック５の側に配列される一部のものには、ファン
ユニットＦＵ１～ＦＵ３を収容するための切り欠き部４４が設けられる。
【００４８】
　ヒートシンクブロック５では、Ｚ方向に離隔して配置されたプレート５１とプレート５
２との間に、複数のフィン５３が、ピッチＰの等間隔で、Ｘ方向に並んで配列されている
。フィン５３のうち、ヒートシンクブロック４の側に配列される一部のものには、ファン
ユニットＦＵ１～ＦＵ３を収容するための切り欠き部５４が設けられる。
【００４９】
　図１１に、図１０のＸＩ－ＸＩ線におけるヒートシンク４００のＸ－Ｙ断面を示す。ヒ
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ートシンクブロック４及び５は、切り欠き部４４と切り欠き部５４とが対向するように配
列される。これにより、切り欠き部４４及び５４Ｄは、一体としてファンユニットＦＵ１
～ＦＵ３を収容可能な寸法を有する、実施の形態２における収容部２０と同様の収容部４
０を構成する。
【００５０】
　この例では、ヒートシンクブロック４及び５は、それぞれ、図１１の線Ｌに対して対称
な形状となるように構成される。すなわち、切り欠き部４４及び５４は、同じ容積を有し
ている。
【００５１】
　ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３は、ヒートシンクブロック４とヒートシンクブロック５
とを接合する前に、収容部４０に挿入される。図１２に、実施の形態４にかかるヒートシ
ンク４００におけるファンユニットＦＵ１～ＦＵ３の収容方法を示す。ファンユニットＦ
Ｕ１～ＦＵ３を切り欠き部４４と切り欠き部５４とで挟み込んで、ヒートシンクブロック
４及び５を互いに接近させて連結することで、収容部４０にファンユニットＦＵ１～ＦＵ
２を収容することができる。なお、ヒートシンクブロック４とヒートシンクブロック５と
の連結は、ネジなどの各種の固定手段を用いることが可能である。
【００５２】
　なお、ファンユニットＦＵ１～ＦＵ３に接続される配線は、ヒートシンクブロック４と
ヒートシンクブロック５の接合部のプレートに配線引き出し用の孔部を設け、配線をこの
孔部に挿通させて引き出してもよい。
【００５３】
　また、本実施の形態では収容部４０がヒートシンク４及び５に２分割されて構成される
ものとして説明したが、収容部４０はヒートシンク４及び５の一方にのみ設けられてもよ
い。
【００５４】
　以上、本構成によれば、複数のファンユニットを内蔵したヒートシンクを提供すること
ができる。これにより、実施の形態２と同様の利点を有する、大型のヒートシンクを実現
することが可能となる。
【００５５】
　実施の形態５
　実施の形態５にかかるヒートシンクについて説明する。実施の形態５にかかるヒートシ
ンク５００では、ヒートシンクブロックが複数のユニットプレートを組み合わせることで
構成される。図１３に、実施の形態５にかかるヒートシンク５００の構成を模式的に示す
。
【００５６】
　ヒートシンク５００は、実施の形態１にかかるヒートシンク３００のヒートシンクブロ
ック３を、ヒートシンクブロック６に置換した構成を有する。ヒートシンク５００のその
他の構成は、ヒートシンク３００と同様である。
【００５７】
　ヒートシンク５００のヒートシンクブロック６は、ユニットプレートＰＬ１及びユニッ
トプレートＰＬ２で構成される。
【００５８】
　図１４に、ユニットプレートＰＬ１の構成を示す。ユニットプレートＰＬ１は、Ｚ方向
に離隔して配置されたＹ方向に延在する２本のビームＢ１１及びＢ１２と、ビームＢ１１
とビームＢ１２との間に設けられたＹ－Ｚ平面を主面とするフィンＦ１とで構成される。
なお、ビームＢ１１及びＢ１２の一方を第１のビームとも称し、他方を第２のビームとも
称する。
【００５９】
　図１５に、ユニットプレートＰＬ２の構成を示す。ユニットプレートＰＬ２は、Ｚ方向
に離隔して配置されたＹ方向に延在する２本のビームＢ２１及びＢ２２と、ビームＢ２１
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とビームＢ２２との間に設けられたＹ－Ｚ平面を主面とするフィンＦ２とで構成される。
ユニットプレートＰＬ２では、ユニットプレートＰＬ１と異なり、フィンＦ２の中央部に
、ファンユニットを収容するための切り欠き部Ｃが設けられる。なお、ビームＢ２１及び
Ｂ２２の一方を第１のビームとも称し、他方を第２のビームとも称する。
【００６０】
　ユニットプレートＰＬ１及びＰＬ２のビームのそれぞれは、隣接するユニットプレート
と連結するための機構が設けられる。以下、具体例について説明する。図１６に、ユニッ
トプレートの部分拡大図を示す。
【００６１】
　ユニットプレートＰＬ１及びＰＬ２のビームのＸ（－）側には、Ｔ字型の溝ＧＲが設け
られている。溝ＧＲは、Ｚ－Ｘ平面において９０°横倒しにしたＴ字型の中空部を有する
溝として、ビームをＹ方向に貫通するように設けられる。
【００６２】
　各ユニットプレートのビームのＸ（＋）側には、Ｔ字型の突出部ＰＪが設けられている
。突出部ＰＪは、Ｚ－Ｘ平面において９０°横倒しにしたＴ字型の突出部を有するものと
して、ビームのＸ（＋）側の面上でＹ方向に延在するように設けられる。
【００６３】
　よって、例えば、２つのユニットプレートの一方の溝ＧＲのＹ（＋）側の端部と、他方
の突出部ＰＪのＹ（－）側の端部とを嵌合させて、その後２つのユニットプレートをＹ方
向に沿って互いに逆方向にスライドさせることで、突出部ＰＪ全体が溝ＧＲに嵌まり込む
。これによって、２つのユニットプレートが互いに連結される。図１７に、連結されたユ
ニットプレートの連結部の拡大図を示す。この連結作業を複数回繰り返すことで、図１７
に示すように、ヒートシンクブロック６を構成することができる。
【００６４】
　収容部４０に対応する位置ではユニットプレートＰＬ２を連結し、かつ、その他の位置
ではユニットプレートＰＬ１を連結することで、ヒートシンクブロック３と同様の構成を
有するヒートシンクブロック６を実現できることが理解できる。
【００６５】
　なお、ファンユニットの収容については、実施の形態３で図９を参照して説明したのと
同様であるので、説明を省略する。
【００６６】
　以上、本構成によれば、複数のファンユニットを内蔵したヒートシンクを提供すること
ができる。これにより、実施の形態３と同様の利点を有する、大型のヒートシンクを実現
することが可能となる。
【００６７】
　また、本構成によれば、連結するユニットプレートを適宜選択することで、必要に応じ
て、内蔵するファンユニットの数の変更や、ヒートシンクブロックの寸法の変更に対応す
ることが可能となる。また、予めユニットプレートを準備しておくことで、任意の数のフ
ァンユニット及び寸法に対応可能なヒートシンクを容易に作製することができる。これに
より、実施の形態１～４と比べて、ヒートシンクの設計により柔軟に対応することが可能
となる。
【００６８】
　その他の実施の形態
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。例えば、実施の形態３～５では、Ｘ方向配列された３つのフ
ァンユニットが内蔵される構成について説明したが、これは例示に過ぎない。すなわち、
ヒートシンクには、１個、又は、Ｘ方向に配列された２個又は４個以上のファンユニット
を内蔵してもよい。
【００６９】
　ヒートシンクブロックやカバープレートを構成する材料としては、アルミニウム、鉄、
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属材料は、純金属だけでなく合金を含むことは言うまでもない。また、用途によっては、
セラミックスなどの非金属材料を用いてもよい。
【００７０】
　上述の実施の形態では、ヒートシンクに収容部が１つ設けられているが、これは便宜上
のものに過ぎず、１つのヒートシンクに複数の収容部を設け、各収容部に１以上のファン
ユニットを収容してもよい。この場合、複数の収容部は、それぞれＸ－Ｙ平面内の異なる
位置に設けてもよい。
【符号の説明】
【００７１】
Ｂ１１、Ｂ１２、Ｂ２１、Ｂ２２　ビーム
ＰＬ１、ＰＬ２　ユニットプレート
Ｃ　切り欠き部
Ｆ１、Ｆ２　フィン
ＦＵ、ＦＵ１～ＦＵ３　ファンユニット
ＧＲ　溝
Ｈ１　孔部
ＯＰ　　　　　　開口部
ＰＪ　突出部
Ｗ　配線
１～６　ヒートシンクブロック
１０、２０、３０、４０　収容部
１１、１２、２１、２２、３１、３２、４１、４２　プレート
１３、２３、３３、４３　フィン
３４　カバープレート
４４、５４　切り欠き部
１００、２００、３００、４００、５００　ヒートシンク
【要約】
【課題】柔軟な配置が可能な小型のヒートシンクを提供する。
【解決手段】ヒートシンク１００は、２枚のプレート１１及び１２、複数のフィン１３、
ファンユニットＦＵを有する。２枚のプレート１１及び１２は、主面が対向するように平
行に配置される。複数のフィン１３は、２枚のプレート１１及び１２の間で、Ｘ方向に配
列され、かつ、Ｙ方向に延在している。収容部１０は、複数のフィン１３の一部に設けら
れた切り欠き部により構成される。ファンユニットＦＵは、収容部１０に収容され、かつ
、Ｙ方向に送風を行う。
【選択図】図３
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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